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第５章 子ども・子育て支援施策の推進 

 

基本目標１ 子どもの健やかな成長に資する環境づくり 

１．教育・保育及び子育て支援サービスの充実 
 

現状と課題 

 

▶教育・保育体制 

〇本町では、子どもの人口は減少傾向にあるものの、核家族世帯の増や女性の社会進出などにより

保育ニーズは徐々に増えてきています。このため、第 1 期計画策定以降、「待機児童ゼロ」を目

指し、町内認可保育施設を 9 施設から 14 施設（小規模保育、事業所内保育を含む）に増やし、

入所定員数も 990 人から 1,220 人に増やしました。しかしながら、増え続ける保育ニーズに追い

つかず、毎年待機児童が出ています。 

〇幼稚園については、町内私立幼稚園（平成 31 年 4月 1 日より認定こども園）では 3歳～4 歳児を

受け入れていますが、公立幼稚園では 4・5 歳児のみの受け入れとなっているため、3歳児の教育

ニーズの受け皿が少ない状況です。 

〇今後、教育・保育の確保の方策に基づき、教育・保育のニーズに対応した受け入れ体制を構築し

ていく必要があります。 

▶時間外保育事業(延長保育)の推進 

〇保護者の就労形態の多様化等に対応するため、町内全ての認可保育施設で時間外保育事業（延長

保育）を実施しています。 

▶一時預かり(幼稚園型) 

〇一時預かり（幼稚園型）は、公立幼稚園と町内認定こども園で実施しています。利用率（幼稚園

在籍児のうち一時預かりを利用している児の割合）は上昇傾向にあり、平成 30 年度では 72.5％

となります。また、夏休み等の長期休業中も一時預かりを行なっています。 

〇一方、これまで公立幼稚園では在園児であれば誰でも一時預かりを利用できましたが、令和元年

度から選考基準を見直し、保育の必要な児童（2号認定）に限って受け入れしています。 

〇一時預かりにおいては、事業を継続するための人材確保が厳しい状況にあります。 

▶一時預かり（幼稚園型以外） 

〇幼稚園在園児以外の一時預かりは、平成 28 年度まで町内私立保育園 3 か所で実施していました

が、保育士不足のため平成 29年度より休止となっています。 

〇また、ファミリー・サポート・センター事業でも一時預かりを行っており、平成 30 年度の利用

実績は延べ 646 人となります。 
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▶病児保育事業 

〇病児保育事業は、保育室を有する町内小児科医院に委託しており、与那原町と中城村との広域運

営となります。利用登録人数は増加傾向にあり、1 日あたりの利用定員は 15 人となります。ま

た、インフルエンザ等の流行により、利用が大きく増えることがあります。 

〇当該事業の利用方法については、利用登録時に案内を行うほか、転入者へは児童手当申請時に案

内を行っています。しかし、利用登録は毎年度行う必要がありますが、これを知らない町民が多

く、周知強化が必要です。 

▶ファミリー・サポート・センター事業 

〇事業は、「与那原町・西原町・中城村ファミリー・サポート・センター3 町村広域事業」として、

公益財団法人に委託しています。 

〇おねがい会員と比べてサポート会員の数が少ない（平成 30 年度で、おねがい会員 305 人、サポ

ート会員 64 人）ため、ニーズに対応していけるよう、サポート会員の増を図る必要があります。

また、障がい児の預かり等のニーズが増加傾向にあるため、障がい児への対応におけるサポート

会員のスキル向上を図る必要があります。 

▶地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター) 

〇町内の子育て支援センターは、「めぐみの広場」と「まんぼうはうす」の 2 か所ありますが、保育

士が確保できず、「めぐみの広場」が平成 30 年度に事業を休止し、平成 31 年度より再開しまし

た。また、平成 31 年度では「まんぼうはうす」が事業を休止しています。 

〇「めぐみの広場」では妊娠中の方、子育て中の方などを対象に、親子同士の交流や情報交換の場

となっています。また、絵本の読み聞かせや様々な遊び・創作活動等を行っているほか、育児相

談や育児講座の機会を設けています。 

▶放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

〇放課後児童クラブの登録児童数は年々増加する傾向にあります。このため、放課後児童クラブを

第 1 期計画策定時の 10 か所（補助交付団体 8 か所）、登録児童数 311 人から、平成 31 年度 4 月

現在で 12 か所（補助交付団体 10 か所）、登録児童数 519 人へと整備拡充しました。また、個人

で運営する学童クラブが 2 か所ありますが、ニーズに追いつかず待機児童（平成 31 年 4 月現在

で 38 人）がでています。 

〇西原町学童保育連絡協議会との意見交換会を定期的に実施し、行政との情報交換、意見交換及び

事務調整を行っています。 

〇広報活動として、保育園や幼稚園の年長クラスの保護者に募集案内のチラシの配布や、新 1 年生

を対象とした募集案内を町の広報やホームページに掲載しています。また、ポータルサイト「ゆ

いわらび」にて 2週間に 1 回、放課後児童クラブの空き状況を掲載し、住民へ広く情報提供して

います。 

〇沖縄県学童保育支援センターへ委託（中部地区）し、支援員の資質向上に向けた研修を行ってい

ます。 

〇本町の放課後児童クラブの利用料金は、県平均と比べて高い設定となっています。（県平均 9,169

円、西原町 12,922 円）  
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▶子育て短期支援事業（ショートステイ） 

〇家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所さ

せ、必要な保護を行う子育て短期支援事業については、町内に児童養護施設等がないため、これ

まで利用の実績はありません。 

▶認可外保育施設への支援 

〇町内の認可外保育施設は 7 施設（平成 31 年 4 月現在）となります。在籍児は 237 人で、そのう

ちのほとんど（215人）が町内の乳幼児となります。 

〇町内の認可外保育施設職員及び乳幼児の処遇向上のために、県の補助事業と連動して乳幼児健康

診断費、職員健康診断費等について補助を行っています。また、調理員検便については町が委託

して実施しています。 

▶保育士の確保 

〇保育の量的拡大を図るとともに、保育の質の向上を図るためには、保育士の確保が重要となりま

す。現在、保育士不足により、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業等の事業実施に支障が

出ています。 

〇保育人材の確保に向けて、町と町保育協議会で「現場充実強化推進保育プロジェクトチーム」を

発足し、保育士養成校を訪問し西原町の保育施設の紹介等を行っています。また、保育園によっ

ては、町内の保育士養成校において保育士による講話を行っているほか、学生対象のアルバイト

の受け入れを行うなど、保育士確保に向けた独自の取り組みを行っています。 

〇そのほか、町では町内保育施設の PR や保育士の業務負担を減らすための用務員の雇用に対する

補助金を支給し、保育士の処遇改善に取り組んでいます。 

▶子育て支援ネットワーク会議 

〇西原町子育て支援ネットワーク会議は、子育て支援に関わる関係機関が一同に集まり、各園や担

当部局の事業報告、連絡及び意見を交えながら、参加者全員が子育て支援について話し合う場と

して定着しています。平成 29年度及び平成 30年度では年に 4回開催しました。 

〇子育て支援ネットワーク会議には、町関連課（こども課・健康支援課・教育総務課・産業観光課・

生涯学習課・企画財政課等）及び保育施設、親子通園事業あゆみ、幼稚園、児童館、学童保育連

絡協議会等が参加しています。 

▶子育て情報の提供 

〇妊娠期から子育て期における、サービス等の情報提供については、町の子育てポータルサイト「ゆ

いわらび」を公開し、随時更新を行っているほか、情報誌として「こども子育てガイド」を毎年

度発行し、こども課窓口で配布しています。一方、町のホームページから「ゆいわらび」にリン

クできるシステムになっていますが、掲載依頼や更新などの作業を 2 回（HPと「ゆいわらび」）

行う必要があるため、管理運営に手間取ることがあります。 

▶養育支援訪問 

〇事業として実施していませんが、家庭児童相談員が日頃の業務の中で、養育等支援が必要な家庭

に対して訪問・相談等を行い対応しています。 
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今後の取り組み 

①教育・保育体制の充実 

取り組む内容 主管課 

待機児童ゼロを目指し、教育・保育の確保方策に基づき、町内の認可保育施

設、公立幼稚園及び認定こども園において、0～5 歳児の認定区分に見合った教

育・保育の受け入れ体制の構築に取り組みます。 

こども課 

教育総務課 

 

②時間外保育事業の推進 

取り組む内容 主管課 

就労形態の多様化等による、やむを得ない理由により、通常の保育時間を延

長して預けることができるよう、今後も町内全ての認可保育施設で時間外保育

事業を実施します。 

こども課 

 

③一時預かり事業(幼稚園型)の推進 

取り組む内容 主管課 

公立幼稚園及び町内認定こども園において、在園児を対象に保護者の就労や

急な用事などに対応していけるよう、今後も通常の教育時間の終了後（降園時

間以降）及び夏休みなどの長期休業中の一時預かりを実施します。 

なお、公立幼稚園では保育が必要な園児に限り一時預かりを実施します。 

こども課 

 

④一時預かり事業(幼稚園型以外)の推進 

取り組む内容 主管課 

保育所等を利用していない家庭において、保育を受けることが一時的に困難

となった乳児又は幼児について、主として昼間における一時預かりを、ファミ

リー・サポート・センター事業で対応します。 

一方、町内私立保育園での一時預かり再開へ向けて、私立保育園と連携した

保育士等の人材確保に取り組みます。 

こども課 

 

⑤病児保育事業の推進 

取り組む内容 主管課 

保護者の子育てと就労の両立を支援するために、病気の児童を一時的に預か

る病児保育事業を、今後も、与那原町、中城村との広域運営で、町内の小児科

医院に委託し実施します。 

こども課 
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⑥ファミリー・サポート・センター事業の充実 

取り組む内容 主管課 

地域における育児の相互援助活動を推進し、多様なニーズに対応していける

よう、今後も「与那原町・西原町・中城村ファミリー・サポート・センター3 町

村広域事業」への事業委託を行います。 

サポート会員の増を図るために、地域への呼びかけを強化し、掘り起こしを

進めます。 

また、障がい児の預かり等のニーズに適切に対応していけるよう、サポータ

ーの資質向上に向けた研修等への参加促進を図るとともに、必要に応じてサポ

ーターとの連携を図ります。 

こども課 

 

⑦地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター)の充実 

取り組む内容 主管課 

子育ての孤独感や不安感等に対応するため、乳幼児及びその保護者の相互の

交流を行う場を提供するとともに、子育てについての相談、助言、情報の提供

及びその他の援助を行うために、今後も地域子育て支援拠点事業を実施しま

す。 

2 施設で継続した事業実施ができるよう、地域子育て支援センターと連携し

た保育士等の人材確保に取り組みます。 

こども課 

 

⑧放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実 

取り組む内容 主管課 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童について、放課後におけ

る適切な遊びや生活の場を与えるなど、児童の健全育成を図るために、今後も

放課後児童健全育成事業を実施します。また、事業実施においては「待機児童

ゼロ」を目指し、公設民営での運営等様々な方策を検討し、受け入れ施設の拡

充を図ります。 

登録児童の募集については、今後も、新 1 年生を対象とした新規登録に関す

る募集案内を町の広報誌やホームページに掲載します。また、放課後児童クラ

ブの空き状況を町のホームページに掲載します。 

西原町学童保育連絡協議会との意見交換会を今後も実施し、情報交換、意見

交換及び事務調整等を行います。また、放課後児童支援員の資質向上のための

研修等の充実に取り組みます。 

こども課 

 

⑨子育て短期支援事業（ショートステイ）の推進 

取り組む内容 主管課 

子育て短期支援事業の利用ニーズに対応していけるよう、町内及び近隣の医

療機関や福祉施設等と連携を図り、受け入れ先の確保に取り組みます。 
こども課 
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⑩認可外保育施設への支援の充実 

取り組む内容 主管課 

町内の認可外保育施設の職員及び乳幼児の処遇向上のために、今後も、県の

補助事業と連動して乳幼児健康診断費、職員健康診断費等について補助しま

す。 

また、調理員検便については、今後も町からの委託により実施します。 

こども課 

 

⑪保育士確保の推進 

取り組む内容 主管課 

教育・保育のニーズに適切に対応していけるよう、保育士の業務負担を減ら

すため保育補助者雇用に対する補助や、保育士試験の対策講座事業に取り組み

ます。 

また、保育士確保のため、今後も、町内保育施設の PR や、町保育協議会と

連携した「現場充実強化推進保育プロジェクトチーム」による保育士養成校へ

の訪問活動等を行います。 

こども課 

 

⑫子育て支援ネットワーク会議の推進 

取り組む内容 主管課 

西原町の子育て支援について、関係機関が集まり、話し合う場として、西原

町子育て支援ネットワーク会議を今後も開催します。 

今後は、会議の内容やテーマに応じて、参加機関を絞ることや部会をつくる

など、会議の効率的・効果的なあり方について検討します。 

こども課 

 

⑬子育てに関する情報提供の推進 

取り組む内容 主管課 

子ども・子育てに関するサービス等の情報が得やすいよう、これまでの情報

ツールであった町のホームページや子育てポータルサイト「ゆいわらび」及び

「こども子育てガイド」を町のホームページに一本化し、町のホームページに

よる情報発信を行います。 

また、保護者等からの相談や各種母子保健事業等において、保護者への必要

な情報の提供を行います。 

こども課 

健康支援課 

 

⑭養育支援訪問の推進 

取り組む内容 主管課 

関係機関等から情報提供があった家庭に対し、家庭児童相談員が日頃の業務

の中で養育等支援が必要な家庭に対して訪問・相談等を行います。 

今後は、人員体制を整備し、事業化に向けて検討します。 

こども課 
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２．家庭や地域の教育力の向上 
 

現状と課題 

 

▶家庭教育 

〇学校では、子どもたちの家庭学習の定着、規範意識の醸成、基本的な生活習慣の確立を図るため

に、家庭と連携した家庭学習や家庭読書等の定着を推進しています。 

〇また、家庭における基本的生活習慣の確立にあたっては、町立小中学校、PTA、自治会、子ども会

などの社会教育関係団体と連携した家庭教育学級を開催しています。平成 30 年では、27 学級開

催し、延べ 899 人が参加しました。 

〇保護者の子育てに関わる多様な相談に対し、教育相談員が定期的に学校を訪問し、教職員、スク

ールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー（SSW）との連携を強化し、相談業務の充実に

努めています。 

▶家庭・地域教育部会 

〇西原町地域ぐるみ学力向上対策協議会の家庭・地域教育部会においては、家庭や地域、各種団体

と連携を図り、基本的な生活習慣の形成、家庭学習の習慣化等の大切さについて、地域への周知・

啓発に努めています。また、家庭教育講演会を開催しています。 

▶西原町教育の日 

〇毎年 2 月の第 1土曜日は「西原町教育の日」と定め、本町の教育環境の充実、発展を図るために、

教育講演会や表彰などを行い、教育に対する地域住民の関心を高め、子ども達が健やかに成長す

るまちづくりを進めています。しかし、地域の方の参加が少なく、参加呼びかけを強化する必要

があります。 

▶児童館活動 

〇児童館では、こどもが自由に遊び、話し合い、多くの仲間と触れ合うなど、子どもを中心とした

地域交流の活動の場として、マミーキッズ（ファミリークラブ）の活動や地域対象講座、児童館

フェスティバルを開催・運営しており、子どもたちが学校区を越えて楽しく参加しています。 

〇児童厚生員の児童館活動における必要な情報の共有や意見交換のために、定期的に中部児童館連

絡協議会に参加しています。また、資質向上や技術向上のために、各種研修会にも積極的に参加

しています。一方、障がいのある児童の利用ニーズがあるため、児童厚生員から障がいに関する

研修受講の要望があがっています。 

〇坂田児童館、西原南児童館を利用する子が多く、児童厚生員の増が求められています。また、活

動の充実を図る上で、児童厚生員だけでは指導が行き届かないため、地域のボランティアの安定

確保を図る必要があります。 
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▶青少年健全育成 

〇西原町青少年健全育成協議会では、青少年の健全育成のため必要な社会環境の改善を図るために、

保護者・PTA、自治会、地域のボランティアなど多くの住民の支援や協力を得て、毎月第 3 金曜

日の「少年を守る日」の巡回、夏休み期間中の夜間巡回指導（毎週金曜日）及び町内のスーパー

や遊戯店を立ち入り調査し、有害環境の実態調査などを実施しています。 

〇夜間巡回指導の参加者が増えないことが課題です。 

▶図書館 

〇図書館では、子どもの読書への関心を高めるとともに、親子で楽しく過ごせる子育て支援の場づ

くりに取り組んでいます。平成 30 年度では、展示会 1 回、定期おはなし会 15回(月 2回)、映画

上映会 3 回、講座 2 回、講演会 1 回、後援事業 6 回行っています。 

〇今後も、図書館の魅力を伝える広報活動の充実を図る必要があります。 

▶中央公民館 

〇中央公民館では、子どもや親子を対象とした講座を開催するほか、子ども達のサークル活動の育

成支援に取り組んでいます。また、夏休み期間中に児童向けの講座を開催しており、平成 30 年

度では「ほしぞら公民館（プラネタリウム）」や「工作」の講座を開きました。一方、子どもたち

を巻き込んだ活動を行うには、夏休み期間中という時期的な問題があります。 

〇自治会公民館移動講座として、中央公民館で行っている講座を、各区の公民館で行うことで地域

住民が気軽に参加しやすい環境作りを行っています。今後は、自治会公民館移動講座の取り組み

のさらなる充実を図る必要があります。 
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今後の取り組み 

①家庭教育支援の充実 

取り組む内容 主管課 

学校と家庭との連携により、子どもたちの家庭学習や家庭読書の習慣化、規

範意識の醸成、基本的な生活習慣・生活リズムなどの確立に取り組みます。 

また、家庭教育の向上につながるよう、地域の社会教育関係団体等と連携し

た、「家庭教育学級」の開催等に取り組みます。 

子育てに関わる保護者からの多様な相談に対応するため、教育相談員が定期

的に学校を訪問し、教職員等の学校関係者との連携を強化するなどにより、相

談業務の充実に取り組みます。 

生涯学習課 

教育総務課 

 

②家庭・地域教育部会の活動推進 

取り組む内容 主管課 

西原町地域ぐるみ学力向上対策協議会の家庭・地域教育部会において、家庭

や地域、各種団体と連携を図り、基本的な生活習慣の形成、家庭学習の習慣化

等の大切さについて、地域への周知・啓発に取り組みます。 

また、今後も、家庭教育講演会を開催していきます。 

生涯学習課 

 

③西原町教育の日の充実 

取り組む内容 主管課 

今後も、毎年 2 月の第 1土曜日を「西原町教育の日」と定め、本町の教育環

境の充実、発展を図るために、教育講演会等を実施し、教育に対する地域住民

の関心を高め、子どもが健やかに成長するまちづくりを進めます。 

また、教育の日の地域への周知活動を強化するとともに、地域住民の教育の

日の取り組みへの参加促進を図ります。 

教育総務課 

生涯学習課 

 

④児童館活動の充実 

取り組む内容 主管課 

子どもを中心とした地域交流の活動の場として、また、マミーキッズの活動

や地域対象講座、児童館フェスティバルを開催するなど、子どもたちが楽しく

参加できる児童館を目指します。 

活動の充実を図るために、児童厚生員の人員体制を検討するとともに、資質

向上に向けた各種研修への積極的な参加を促し、児童館活動を支える地域ボラ

ンティアの安定確保に取り組みます。 

また、児童館の運営について、民間事業者の活用を検討します。 

こども課 
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⑤青少年健全育成活動の充実 

取り組む内容 主管課 

青少年の健全育成のために、今後も西原町青少年健全育成協議会において地

域の支援や協力のもと、毎月第 3金曜日の「少年を守る日」の巡回や、夏休み

期間中の夜間巡回指導、スーパーや遊戯店における有害環境の実態調査などに

取り組みます。 

夜間巡回指導については、参加者の増を図るため、地域への活動の周知徹底

と活動への参加呼びかけを強化します。 

生涯学習課 

 

⑥図書館子育て支援活動の充実 

取り組む内容 主管課 

子どもが図書館に親しみ、本に興味を持ってもらえるよう、今後も絵本の読

み聞かせや本の貸し出し、映画上映などを行うほか、読書週間や行事などに合

わせた読書活動推進のための様々な取り組みを行います。 

また、図書館利用者の増を図るため、図書館の魅力をさらに伝えていけるよ

う工夫していきます。 

文化課 

 

⑦中央公民館の活動の充実 

取り組む内容 主管課 

今後も、子ども達の多様な活動の場として、親子向け講座、子どものサーク

ル活動の育成支援、夏休みのイベント等に取り組みます。 

また、地域公民館と連携した自治会公民館移動講座のさらなる充実に取り組

みます。 

生涯学習課 
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基本目標２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

１．親と子の健康確保及び増進 
 

現状と課題 

 

▶妊娠期の健康確保 

〇妊娠 11週を超えて妊娠届けを出す妊婦が毎年 1割程度いることから、妊娠 11週までに届け出を

行うよう強く呼びかける必要があります。 

〇親子健康手帳交付時に、保健師や栄養士による面接及び問診票により、妊婦の健康状態や家庭の

状況等を把握するとともに、必要な保健指導、栄養指導等を行っています。また、若年やハイリ

スク妊婦については、地区担当の保健師へ情報を提供し、産後まで継続した支援を行っています。 

〇特定妊婦を含む要支援対象者の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等連携推進に伴い、医療

機関からの情報提供も増加しています。町では、特にリスクが高いと思われる若年、精神疾患、

重複問題のある家庭、妊娠届け出が遅い妊婦などについては、妊婦健康診査を行う医療機関と妊

婦の情報を共有しています。しかし、マンパワーの関係でリスクが非常に高い妊婦のみしか情報

が提供できていません。 

〇医療機関より受診が途絶えた場合や妊婦健康診査で問題がみつかった場合などに、連絡をもらえ

るよう連携しています。しかし、医療機関との顔合わせが年に 1 回しかなく、つながりを強くす

るための機会を増やす必要があります。特に町内及び近隣医療機関とのつながりが必要となりま

す。 

〇妊婦健康診査の公費負担は 14 回で、健診結果を踏まえて、必要な相談指導を行っています。し

かし、支援が必要な妊婦の中には、健診に行くことが遅くなりがちな妊婦がいます。 

〇ハイリスク妊婦については、要保護児童対策地域協議会と情報の共有や支援のための取り決めが

必要ですが、定期的な情報共有の場がなく、また、協議会で受理されないケースもあり、保健師

が抱えてしまうことがあります。 

▶新生児訪問指導 

〇出生届時に新生児訪問を促し（特に初産の場合）、委託助産師による訪問指導を行っています。 

〇ハイリスクの妊婦であった場合は、助産師と一緒に保健師が訪問し、その後も継続して支援して

います。 

〇第一子でも新生児訪問を受けていないケースがあるため、第一子の確実な訪問指導につながるよ

う、出生届け時の窓口における訪問勧奨を強化する必要があります。 

▶ 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 

〇生後 4 か月児がいる全ての世帯を対象に、母子保健推進員が訪問し、子育て支援に関する情報の

提供等を行っています。また、母子保健推進員から支援が必要と思われる家庭の報告があった場

合、地区担当保健師が引き継ぎ、適切な支援につながるよう努めています。 

〇不在の場合や訪問者への不信感などで訪問拒否がある等により、面談できない世帯があるほか、

近年オートロック付きマンションのため訪問できないことがあります。面談できなかった世帯に

ついてはリストを作成し、乳幼児健康診査等で世帯の状況等を把握しています。 
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▶乳幼児健康診査 

〇乳幼児健康診査未受診者に対して、母子保健推進員が訪問し受診勧奨を行っているほか、最終勧

奨として、保健師による訪問を実施しており、受診率は 90％台とほぼ横ばいで推移しています。 

〇親子健康手帳の発行時に把握された虐待の可能性のある世帯については、乳幼児健康診査時にス

クリーニングを行っています。また、ひとり親世帯については、貧困状況に陥っていないかを確

認しています。 

▶むし歯予防 

〇むし歯予防のために、2 歳児歯科検診のほか、1 歳 6 か月児健康診査及び 3 歳児健康診査で歯科

健診を実施しており、フッ素塗布も行っています。また、乳児一般健診（後期）では、歯科衛生

士を配置し、乳児期からの歯科相談を実施しています。 

〇啓発活動として、毎年 6月の「歯と口の健康週間」に、町広報誌や役場ロビーでのパネル展を実

施しています。また、母子保健推進員による幼稚園でのむし歯予防のエプロンシアターを行って

います。 

〇むし歯有病率は低下してきていますが、全国と比較すると依然として高い状況が続いています。 

〇沖縄県では歯科保健指導の標準化を目指した保護者への説明用媒体（チラシ）及び、媒体を乳幼

児健康診査で活用するためのマニュアルを作成しています。本町においてもこれらを活用した、

歯科保健指導の向上に努め、むし歯有病率のさらなる低下を目指す必要があります。 

▶ベビースクール 

〇ベビースクールは 4 か月～6 か月児の保護者を対象に、年 6回（1クール 3 回）実施しています。

ベビースクールでは、離乳食実習やタッチケア（ベビーマッサージ等）、事故予防、出産後のリカ

バリー体操等を行っています。また、母親の仲間づくりの場にもなっています。 

〇離乳食実習では、両親の食生活の振り返りを行い、家族の食事を用意しながら離乳食をつくるス

タイルで実施しています。 

〇乳幼児の事故予防対策として、保健師による事故予防についての講話の実施、母子保健推進員の

自主活動として「乳幼児事故予防ミニチュアハウス」の制作・展示を通して啓発に努めています。 

〇ベビースクール開催中の託児は、母子保健推進員が担っていますが、託児が多くなる場合があり、

参加人数の調整等を検討する必要があります。 

▶予防接種 

〇予防接種については、個別通知による案内のほか、役場窓口や乳幼児健康診査等等で接種勧奨を

行っています。また、予防接種未接種者に対しては、接種勧奨の再通知や訪問による接種勧奨に

努めています。 

〇町外からの転入者に対しては予防接種履歴を確認し、必要な予防接種の予診票を手渡し、接種勧

奨を行っています。また、乳幼児健康診査等の機会に接種履歴の確認と接種勧奨を行っています。 

〇ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）の接種率については、95％を目標に、引き続き接種率の維持・

向上に努める必要があります。 
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▶母子保健推進員 

〇母子保健推進員は、エプロンシアターによるむし歯予防活動、乳幼児健康診査での身体測定、乳

幼児健康診査未受診者への受診勧奨、乳幼児全戸訪問事業での訪問活動、ベビースクールにおけ

る託児等を行っています。 

〇自主活動として 2 歳児歯科検診で配布する太鼓形のお守りや、3 歳児健康診査で配布する折り紙

キャラクターの制作及び「乳幼児事故予防ミニチュアハウス」を制作しています。 

〇母子保健推進員は現在 19 人ですが、人員体制は十分ではなく、働きながら活動している推進員

もいるため、活動強化を図るうえで推進員に負担が生じます。 

▶子ども医療費助成 

〇助成対象は、通院は小学校就学前まで、入院は中学校卒業までとし、平成 30年 10 月より、入院

と通院の対象となる未就学児へは現物給付を導入し、経済的な問題があっても受診できるように

なりました。 
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今後の取り組み 

①妊娠届け出の啓発強化 

取り組む内容 主管課 

妊娠中は普段よりも健康に気をつける必要があるため、妊娠が分かったら早

めに受診し、妊娠 11週までに妊娠届け出を行う 

よう、広報啓発活動の強化を図ります。 

健康支援課 

 

②要支援妊婦への対応の充実 

取り組む内容 主管課 

親子健康手帳交付時に把握された要支援の妊婦については、今後も地区担当

の保健師につなぎ、産後まで継続した支援を行います。 

要支援の妊婦について、妊婦健康診査を行う医療機関と情報を共有し、支援

が必要な妊婦を把握した場合に連絡がもらえるよう連携を図ります。また、全

ての要支援妊婦について医療機関への情報が提供できるよう、母子保健の人員

体制の充実に取り組みます。 

さらに、医療機関とのつながりを強くするため、町内及び近隣市町村の医療

機関と顔の見える機会の創出に取り組みます。 

要支援の妊婦の子どもの監護について、西原町要保護児童対策地域協議会と

の情報の共有や連携した支援が行えるよう、支援対象者の範囲等について取り

決めを行い、意識の共有化を図ります。 

健康支援課 

 

③妊婦健康診査の推進 

取り組む内容 主管課 

妊婦健康診査の 14 回の公費負担を継続するとともに、妊婦健康診査の結果

に基づき、今後も必要な保健指導、栄養指導等を行います。 
健康支援課 

 

④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の推進 

取り組む内容 主管課 

子育ての不安や子育ての孤立化をなくし、健やかに子育てができる環境を整

えるために、生後 4 か月までの乳児がいる家庭を母子保健推進員が全戸訪問

し、乳幼児健康診査の案内や子育てに関する情報の提供及び家庭の養育環境等

を把握します。 

また、母親の不安や悩みを聞き、気になる家庭については、地区保健師につ

なぎ適切な支援を提供していきます。 

不在や訪問拒否などへの対応として、出生届け時及びこども医療費申請時な

どで、本事業の説明を行うとともに、保健師等の訪問者の顔がわかり、安心感

を持ってもらえる関係をつくります。 

健康支援課 
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⑤乳幼児健康診査の推進 

取り組む内容 主管課 

子どもの成長発達の状態を明らかにし、最適な成長発達のための保健指導を

行うほか、疾病や障がい等を早期に発見し、早期の治療や療育相談等につなぐ

ために、今後も乳幼児健康診査を実施します。 

また、親子健康手帳の発行時に把握された虐待の可能性のある世帯について

は、乳幼児健康診査時にスクリーニングを行うほか、ひとり親世帯の経済状況

を確認します。 

受診率の向上を図るために、個別通知や広報による受診勧奨のほか、未受診

者については母子保健推進員や保健師の訪問による受診勧奨を行います。 

健康支援課 

 

⑥むし歯予防対策の充実 

取り組む内容 主管課 

むし歯予防対策として、今後も 2 歳児歯科検診のほか、1 歳 6か月児健康診

査と 3 歳児健康診査で歯科検診を実施します。 

また、乳児一般健診（後期）では、今後も歯科衛生士を配置し、乳児期から

の歯科相談を実施していきます。 

むし歯予防の啓発活動として、「歯と口の健康週間」におけるパネル展示等

を行うほか、幼稚園での母子保健推進員によるエプロンシアターなどの取り組

みを行います。 

また、県の歯科保健指導等の標準化のための説明用のチラシやマニュアルを

活用し、本町の歯科保健指導の向上を図ります。 

健康支援課 

 

⑦ベビースクールの充実 

取り組む内容 主管課 

生後 4 か月～6 か月児の保護者を対象に、離乳食実習やタッチケア、事故予防、

出産後のリカバリー等を推進するため、今後もベビースクールを実施します。ま

た、託児への対応が適切に行われるよう、参加人数の調整などを行います。 

健康支援課 

 

⑧予防接種の充実 

取り組む内容 主管課 

感染の恐れのある疾病から子どもたちを守るために、今後も、個別通知によ

る案内のほか、各種母子保健事業や広報媒体等を通した接種勧奨及び保育所

(園)、幼稚園、学校と連携した接種勧奨を行います。 

また、未接種者への受診勧奨を強化するほか、就学時健康診査で未接種児を

把握し、保護者への受診勧奨を行うなど、多様な方法により接種率の向上を図

ります。 

転入者に対しては、今後も接種履歴を確認し、必要な予防接種の予診票を手

渡し、接種勧奨を行います。 

健康支援課 
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⑨母子保健推進員の活動推進 

取り組む内容 主管課 

母子保健における各種事業をサポートし、事業の円滑な実施が図られるよ

う、今後も、母子保健推進員の活動を推進します。 

また、勉強会や研修などにより母子保健推進員の資質向上を図るとともに、

地域における母子保健の普及啓発のために、各区や団体等と連携し、母子保健

推進員の定数確保に取り組みます。 

健康支援課 

 

⑩子ども医療費助成事業の推進 

取り組む内容 主管課 

子どもにかかる医療費の負担軽減を図り、疾病の早期発見と早期治療を促進

するために、今後も未就学児については入院・通院とも現物給付とし、小学生

及び中学生の入院については自己負担なしとします。 

こども課 

 

⑪切れ目のない支援体制の充実 

取り組む内容 主管課 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実を図るために、今後も

妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて関係機関との連絡調整

を行います。 

また、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う

拠点となる「子育て世代包括支援センター」の設置や、産婦健康診査、産後ケ

ア事業の実施について検討します。 

健康支援課 

こども課 
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２．食育の推進 
 

現状と課題 

 

▶食生活改善推進員 

〇食育の推進を図る担い手として、食生活改善推進員（ヘルスメイト）の養成を行っています。こ

れまでに、15 期、126 人の受講生が養成講座を修了し、現在 45 人が食生活改善推進員として活

動しています。また、食生活改善推進員の資質向上を目的に、スキルアップ講座を開催していま

す。一方、地域での活動に参加する推進員が増えないことが課題となっています。 

▶離乳食実習 

〇離乳食の知識や作り方等の普及啓発を図るため、ベビースクールⅠで離乳食講話の後、調理実習

を実施しています。月齢に応じた離乳食を 4種類作り、食事形態を確認しながら試食をすること

で、食材のやわらかさや素材の味を感じてもらえる取り組みを行っています。 

〇平成 28 年度より乳児期後期の貧血児への食事について、鉄分摂取の調理法等の対策として特別

講座を実施していましたが、平成 30 年度から廃止となりました。今後、特別講座の復活を検討

する必要があります。 

〇離乳食に関し、保護者からの相談があれば、保健師と栄養士が訪問し、個別に支援しています。 

▶保育所(園) 

〇各保育施設で、作物の栽培を通した食への関心を高めるとともに、収穫した作物をみんなで食べ

ることで、食べることの楽しさを感じてもらえる取り組みを推進しています。 

〇坂田保育所では、年間事業計画書に「食育の保育計画」として、子どもの年齢に応じた食育のね

らいや内容を定め、実践しています。 

▶幼稚園等 

〇各公立幼稚園では、季節の野菜などの栽培や調理などを計画し、食への興味関心が高められるよ

うな取組を進めています。 

〇食生活改善推進員と管理栄養士が連携し、家庭での食育実践に向けた「食育教室」を実施してい

ます。（平成 30 年度、西原幼稚園と海星学童にて実施）が、食生活改善推進員の活動内容が関係

機関で周知されておらず、「食育教室」への参加者数の拡大につながりにくい現状があります。 

▶小中学校 

〇食育指導として、給食献立表や給食だより等により食育の意識啓発を図り、特に偏食や欠食の害

を理解してもらい、これらを改善し健康な身体を作る指導や食への関心を高める取り組みを行っ

ています。 

〇児童生徒一人ひとりの望ましい食習慣の形式を図るために、給食センターの栄養士と連携し、授

業の一環として、食品のミニチュア等を使った食事の組み合わせ体験学習「食育 SAT システム（体

験型栄養教育システム）」を活用した食育教室を実施しました。 

〇小中学校で、毎年、給食の廃棄量調査や、給食センターの栄養士による食の大切さや命の大切さ

などについて、講話を行っています。 
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今後の取り組み 

①食生活改善推進員の活動の充実 

取り組む内容 主管課 

今後も、正しい食習慣の普及啓発の体制強化を図るため、食生活改善推進員

の確保・養成を進めます。また、推進員の活動の場を広げられるよう、スキル

アップ講座等を通して活動を支援していくとともに、推進員の地域活動への参

加について、啓発を強化していきます。 

健康支援課 

 

②離乳食実習の推進 

取り組む内容 主管課 

ベビースクールの離乳食実習において、今後も、離乳食の知識や月齢に応じ

た食事の作り方などの普及を行います。 

また、鉄分不足による貧血予防などの特別な取り組みができるよう、特別講

座の実施に取り組みます。 

健康支援課 

 

③保育所(園)･幼稚園における食育の推進 

取り組む内容 主管課 

保育所(園)や幼稚園においては、食の大切さや食のバランス、好き嫌いを少

なくする指導を行います。 

また、子どもたちと一緒に作物の植え付けから収穫、調理することを通して、

食への関心を高めるとともに、収穫の喜びやみんなで食べることの楽しさを感

じてもらえる取り組みを推進するなど、食を営む力の基礎を培っていきます。 

そのほか、関係機関等と連携し、保護者の食に関する学習機会を確保し、家

庭と連携した食育の推進を図ります。 

こども課 

健康支援課 

教育総務課 

 

④小中学校における食育の推進 

取り組む内容 主管課 

成長期にある小中学校においては、心身ともに健康な生活を送る上で基本と

なる望ましい食習慣の形成を図るために、普段の給食献立表や給食だより等に

よる食育の意識啓発や、食育指導を行います。 

また、今後も給食の廃棄量調査や、給食センターの栄養士による食の大切さ

や命の大切さなどについて、講話を行います。 

教育総務課 
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基本目標３ 要保護児童等への対応などきめ細かな取り組みの推進 

１．要保護児童への対応の充実 
 

現状と課題 

 

▶要保護児童対策地域協議会 

〇本町では、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため

に、「西原町要保護児童対策地域協議会」を設置し、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連す

る職務に従事する者などの関係者が、要保護児童等の情報交換及び適切な連携の下で支援の内容

に関する協議を行っています。 

〇要保護児童対策地域協議会の事務局は 2 人体制で強化を進めており、迅速に個別ケースへの支援

が図られています。また、平成 28 年度から家庭児童相談員（1 人）を配置し、支援世帯へ訪問を

行うなど迅速かつ細やかな支援が出来る体制が整ってきました。 

〇要保護児童等に関する相談件数の増加、相談内容の複雑化に伴い、家庭児童相談員の増員や、さ

らなる関係機関との連携の強化、迅速な対応が必要となっています。平成 30 年度の虐待相談受

付件数は 111 件で、そのうち要保護児童対策地域協議会受理件数は 39 件となります。一方、家

庭児童相談員が嘱託員のため毎年担当が変わり、業務のスムーズな進行に影響があります。 

▶児童虐待防止等の活動 

〇虐待については、幼小中学校教諭や保育士、放課後児童クラブ等関連機関に対して、要保護児童

対策地域協議会主催の研修を実施しており、現場での対応力の向上や要保護児童対策地域協議会

の組織としても連携強化につながっています。 

〇虐待について、住民への通告義務の周知を図っているほか、普段より泣き声通報番号を広報誌や

HP、窓口で掲載しています。また、毎年 11 月の虐待防止月間には、庁舎内で虐待についてのパ

ネルを展示し、虐待防止の普及に努めています。 

〇親子健康手帳の発行時に把握された虐待の可能性のある世帯については、乳幼児健康診査時にス

クリーニングを行っています。また、乳幼児全戸訪問事業などの訪問活動では、保護者の悩みに

対する相談を受けることで、不安の解消に努め、虐待防止につながっています。 
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今後の取り組み 

①要保護児童対策地域協議会の活動の充実 

取り組む内容 主管課 

要保護児童及び保護者への適切な支援を行うために、今後も要保護児童対策

地域協議会において、庁内関係課をはじめ、関係機関、関係団体及び児童福祉

に関連する職務従事者等が、要保護児童に関する情報の交換及び適切な連携の

下で、支援内容について協議します。 

今後も要保護児童対策地域協議会の事務局の人員体制の充実に取り組むと

ともに、組織体制等について検討します。また、児童相談件数の増加や相談内

容の複雑化に対応するため、家庭児童相談員の増員を検討します。また、業務

のスムーズな進行を図るために、家庭児童相談員の業務従事期間の延長につい

ても検討します。 

こども課 

健康支援課 

教育総務課 

 

②児童虐待防止の充実 

取り組む内容 主管課 

保育所(園)及び幼稚園、小中学校では、虐待等保護者による監護に問題がな

いか発見する視点を持ち、必要に応じて保護者の不安や悩みに対する相談や助

言・指導等を行い、保護者の心の安定を図るとともに、家庭の状況に応じて要

保護児童対策地域協議会と連携した適切な支援を行います。 

また、親子健康手帳の発行時や乳幼児健康診査時に把握された虐待の可能性

のある世帯については、その後の健診時等でスクリーニングを行い、保護者の

悩みに対する相談を受けることで、虐待防止を図ります。 

さらに、幼小中学校教諭や保育士、学童等関連機関に対して、虐待への対応

の仕方について研修会を開催します。 

地域に対して、要保護児童に関わる情報収集、住民の通告義務や相談窓口の

周知、児童虐待防止に関する広報活動に取り組みます。 

こども課 

健康支援課 

教育総務課 
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２．障がい児及び発達の気になる子に対する施策の充実 
 

現状と課題 

 

▶親子ひろば「えくぼ」 

〇乳幼児健康診査等で把握された、発達等が気になる親子の支援の充実を図るため、親子療育事業

として親子ひろば「えくぼ」を実施しています。親子ひろばでは対象を前半クラス・後半クラス

に分け、それぞれ月に 1 回実施しています。平成 30 年度では延べ 81 人が参加しています。 

〇スタッフは、保育士（親子通園事業の委託事業者より）、保健師、母子保健推進員、臨床心理士等

で、母子保健推進員が受付や兄弟姉妹児の託児に対応しています。 

〇親子通園事業より敷居を低くしており、必要に応じて親子通園事業へ移行するよう案内していま

す。 

〇乳幼児健康診査で「親子ひろば」を案内しても、参加につながらないケースが多い状況です。親

が子の状態を受容できていないと思われる場合は、電話相談や訪問等を通して、いつでも相談で

きることや親子療育、親子通園事業等に参加ができることを伝えながら、親の受け止め方に合わ

せた対応を行っています。 

▶親子通園事業「あゆみ」 

〇親子通園事業では、心身の発達の気になる児童（障がいのある児童を含む）で、親子で通園が可

能な未就学児を対象に、生活指導を含めた保育及び親子へのアプローチのほか、保育施設やマミ

ーキッズ等との交流を行っています。また、各種療法（言語、作業、リトミック、音楽等）や保

健師による相談も行っており、親子が安心して通園できる体制をつくっています。 

〇平成 27 年度から事業の充実を図るために、専門性の高い民間事業者へ事業を委託しています。 

〇定員はおおむね 8人としていますが、日によって参加人数にばらつきがあります。 

〇卒園後のフォローを行っていますが、親の会などが無いため、親同士の関わりが少なくなります。 

▶発達支援保育 

〇発達が気になる児童及び心身に障がいのある児童について、丁寧な保育を行うために、公立保育

所及び私立保育園（6園）で発達支援保育を実施しており、対象となる児童には加配の保育士を

配置しています。対象となる児童は、「発達支援保育実施会議」で審査を行っています。 

〇各保育所（園）とも 2 か月に 1 回のペースで臨床心理士等による巡回指導があります。臨床心理

士等は町嘱託が 1 人、外部委託が 3 人の計 4 人体制となります。 

〇対象となる児童の加配保育士の人件費の一部が各園の負担となっており、補助制度の見直しが必

要です。 
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▶特別支援教育 

〇特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒について適切な教育支援等を行うために、各学校に特

別支援校内連絡会があり、全ての教職員が特別な配慮を必要とする児童の情報を共有するととも

に、具体的な対応や支援等について話し合っています。 

〇教育的支援の向上を図るために、特別支援教育コーディネーターを各小中学校に位置づけていま

す。特別支援教育コーディネーターは、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学

校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整等の役割を担っています。 

〇特別な配慮を要する児童の学校生活を支援するために、特別支援教育支援員を派遣しています。

また、特別支援学級として言語、知的、病弱、肢体不自由及び情緒の学級があります。 

〇学校全体での特別支援教育への理解と支援体制の充実及び、特別支援コーディネーターや特別支

援教育支援員等関係者の資質の向上を図る必要があります。 

〇幼稚園での特別支援教育においては、加配教諭等の確保が課題となっています。 

▶療育の連続性 

〇保育所（園）・幼稚園から小学校、中学校まで、連続した一貫性のある指導・支援を行うために、

日頃から保幼小中の校種間で障がい児の情報交換等の連携に取り組んでいます。また、保幼小連

絡協議会では、必要に応じて情報交換を行っています。 

〇障がい児の情報を共有し、適切な支援につながるよう、発達の経過や医療機関・療育機関の利用

状況等を記録するサポートノート「えいぶる」の活用促進を図っています。保護者等への周知を

図るために、「えいぶる」の見本を役場窓口に置き、臨床心理士等が相談を受けた際等に案内し

ています。 

▶放課後児童クラブ 

〇「放課後児童クラブ障がい児保育支援事業」は平成 28 年度で終了しました。平成 29 年度からは

当該事業で培った支援体制を維持し、サポートプラン作成を継続して行っています。また、放課

後児童クラブの障がい児受け入れに対して補助金を出しています。 

〇臨床心理士等が各放課後児童クラブを巡回し、対象児童支援のアドバイスを行っています。また、

年に 1 回事例検討会を開催しています。 

〇支援員の研修機会を増やし、スキル向上を図る必要があります。 

▶障がい児支援サービス等 

〇障がい児支援サービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、障がい

児相談支援等があり、サービスを利用する児童は年々増える傾向にあります。中でも放課後等デ

イサービスの利用が最も多くなります。 

〇発達が気になる子及び障がいのある子の発達支援において、重層的な地域支援体制を構築するた

めに、児童発達支援の機能に加え、保育所訪問支援や障がい児相談支援等の機能を持ち、ワンス

トップで対応できる拠点として、「児童発達支援センター」の設置検討に取り組む必要がありま

す。 
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今後の取り組み 

①親子ひろばの充実 

取り組む内容 主管課 

親子ひろばでは、今後も、乳幼児健康診査で把握された心身の発達等が気に

なる親子を対象に、親子が一緒に遊びを楽しみながら療育支援を行います。ま

た、必要に応じて親子通園事業へ案内します。 

親が子どもの状態を受容できず、親子ひろばに参加できないケースについて

は、電話や訪問等により参加を促します。 

健康支援課 

 

②親子通園事業の充実 

取り組む内容 主管課 

親子通園事業あゆみでは、今後も、心身の発達の気になる児童とその親が一

緒に通い、遊びの中で日常生活における基本動作等の訓練や、各種療法、保護

者へのアプローチや相談等に取り組み、親子が安心して通園できる体制を構築

します。また、卒園後のフォローも行っていきます。 

健康支援課 

 

③発達支援保育の充実 

取り組む内容 主管課 

今後も公立保育所と認可保育園（6園）で発達支援保育を行います。 

対象となる児童については、発達支援保育実施会議で診査を行い、加配の保

育士を配置します。また、臨床心理士等による巡回指導を行い、保育士や保護

者への相談指導等を行い、保育の充実を図ります。 

加配保育士の人件費について、認可保育園の負担が少なくなるよう、補助制

度のあり方を検討します。 

こども課 

 

④特別支援教育の充実 

取り組む内容 主管課 

特別な教育的配慮を必要とする児童・生徒に対する具体的な対応や支援等に

ついて、全ての教職員の共通理解のもとで推進し、今後も各学校において特別

支援校内連絡会を中心に、学校全体で特別支援教育への理解と支援体制の充実

に取り組みます。 

また、教育上特別な配慮を必要とする児童への支援や関係機関との連絡調整

等を行う特別支援教育コーディネーターを位置付け、学校生活を支援する特別

支援教育支援員を配置します。 

幼児教育においても、特別支援教育のニーズに適切に対応していけるよう、

特別支援教育支援員や加配教諭等の安定した確保に取り組みます。 

教育総務課 
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⑤療育の連続性の確保 

取り組む内容 主管課 

保育所（園）・幼稚園から小学校、中学校まで、連続した一貫性のある指導・

支援を行うために、保幼小中間で特別な配慮を必要とする子の情報交換を行う

など、連携体制の充実を図ります。 

障がい児の発達や支援経過等の情報を共有し、一貫したよりよい支援を行う

ために、サポートノート「えいぶる」の周知と活用促進に取り組みます。 

こども課 

教育総務課 

 

⑥放課後児童クラブの障がい児の受け入れの充実 

取り組む内容 主管課 

放課後児童クラブにおける、障がいを持った児童への支援の充実を図るた

め、障がいに関する研修機会を増やすことで、支援員のスキル向上に取り組み

ます。 

また、今後も臨床心理士等による巡回指導等を行い、対象児童に対する支援

のアドバイスを行います。さらに、放課後児童クラブの障がい児の受け入れに

対し、今後も補助金を支給します。 

こども課 

 

⑦障がい児支援サービス等の充実 

取り組む内容 主管課 

障がい児支援にかかる国の基本指針は 3 年おきに見直されます。その指針を

踏まえつつ地域の障がい児の実情を踏まえて、必要な取り組みやサービスの提

供及び地域生活支援事業等の実施に取り組みます。 

また、今後は医療的ケア児の実情を把握するとともに、その支援に向けた関

係機関の協議の場の確保等に取り組みます。 

発達が気になる子及び障がいがある子の発達支援において、重層的な地域支

援体制を構築するために、ワンストップで対応できる拠点として「児童発達支

援センター」の設置を検討します。 

健康支援課 
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３．子どもの貧困対策の充実 
 

現状と課題 

 

▶子どもの居場所運営支援 

〇子どもの貧困対策事業として、3自治会（上原・小波津団地・平園）と町外の NPO法人に委託し、

現在 4 か所で子どもの居場所の運営を行っています。また、町の自主事業として、中央公民館で

夏休み等の長期休みの間に、生活困窮世帯の児童を対象とした居場所（「わくわく教室」）を運営

しています。 

〇各居場所においては、生活支援、学習支援、食事支援、キャリア教育等を行っています。 

〇居場所における支援活動の充実を図るため、居場所の運営を担う自治会等を増やしていく必要が

あります。 

〇「わくわく教室」においては、個別対応が必要な世帯が増加しており、それぞれに応じた対応が

求められています。 

▶子どもの貧困対策支援員 

〇子どもの貧困対策支援員(以下、支援員という)は 2 人体制（こども課職員）で、「わくわく教室」

を運営しています。また、支援員は他の委託先の居場所を巡回し、気になる子の報告を受けたり、

アドバイスを行っています。さらに、学校の生徒指導連絡会に支援員が参加し、学校やスクール

ソーシャルワーカー（SSW）と貧困の子の情報を共有するとともに、学校からの相談に対応してい

ます。 

▶就学援助費 

〇経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、給食費等の就学援助費を支給

しています。 

〇対象世帯の増加に伴い、事業費が年々増加しており、財源の確保が課題です。一方で、真に援助

が必要な世帯が潜在していると思われるため、事業の周知強化に努める必要があります。 
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今後の取り組み 

①子どもの居場所の運営支援 

取り組む内容 主管課 

貧困家庭のこどもの居場所作りのために、今後も、居場所の運営を自治会や

NPO法人に委託します。 

居場所における食事の提供等の支援活動の充実を図るために地域の関係機

関、関係団体、住民等による必要な協力・支援が受けられる環境づくりに取り

組みます。また、居場所の運営を行う自治会等の増に取り組みます。 

こども課 

 

②わくわく教室の運営支援 

取り組む内容 主管課 

町のこどもの貧困対策独自事業として、夏休み等の子どもの居場所として、

今後も「わくわく教室」を運営し、食事支援等に取り組みます。 

また、個別対応が必要な世帯が増加していることから、貧困対策支援員と関

係機関が連携をとりながら、適切な支援に取り組んでいきます。 

こども課 

 

③子どもの貧困対策支援員の活動推進 

取り組む内容 主管課 

貧困世帯等の子どもを子どもの居場所につなぐなど、必要な支援が受けられ

るよう、今後も、貧困対策支援員を配置し、関係機関と連携した生活困窮世帯

の子の把握と相談支援を行います。 

こども課 

 

④就学援助費の支給 

取り組む内容 主管課 

経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、学用

品費、修学旅行費、学校給食費等の就学援助費を支給します。 
教育総務課 

 

⑤妊娠期からの切れ目のない支援（妊娠期から乳幼児期） 

取り組む内容 主管課 

親子手帳交付時や乳幼児健康診査などの各種母子保健事業及び保育施設等

で子どもの生活状況の把握に努め、貧困状態にある子どもの世帯が早期に適切

な支援機関、支援者へ繋がる仕組みを構築します。 

健康支援課 

こども課 

 

⑥教育支援 

取り組む内容 主管課 

学校を窓口として、支援が必要な貧困家庭の児童・生徒を早い段階で生活支

援や福祉制度につなげるよう、スクールソーシャルワーカーの活用を検討しま

す。また、教職員が支援につなげる役割を担えるよう、生活支援や福祉制度等

の研修に取り組みます。 

こども課 

教育総務課 
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⑦就労・生活支援 

取り組む内容 主管課 

生活に困っている方の適切な相談に繋がるよう、生活保護制度の周知を図り

ます。また、収納関係課は滞納者の状況を把握し、必要に応じ相談機関へつな

げます。 

未就労・求職者や若者に対し、ハローワークなどと連携し就労に向けた支援

を行います。 

福祉保険課 

産業観光課 
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４．ひとり親家庭等の自立支援の推進 
 

現状と課題 

 

▶母子及び父子家庭等医療費助成 

〇ひとり親世帯について、入院または通院による治療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助

成しています。 

〇医療費助成対象者は増加傾向にありますが、医療費助成申請の際、事務職が書類の受付や相談等

を受けるとともに、申請書類の確認や婚姻関係等の確認など注意を払った対応が必要なため、窓

口対応に時間を要します。 

▶児童扶養手当 

〇ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図るために、児童扶養手当を支給し

ています。 

〇事実婚などの把握困難なケースや届け出遅れ、年金の遡り支給等による返還金の発生、時間外来

庁等があり、事務スケジュールの乱れが常態化しています。また、制度が複雑なため、相談受付

や指導に時間がかかります。 

▶保育所（園）優先入所 

〇ひとり親家庭の児童は保育の必要性が高いことから、保育所(園)入所申し込み時に入所基準点数

表の加算点を設け、より優先的に入所ができるように配慮しています。 

▶相談・情報提供 

〇ひとり親家庭からの相談に対しては、生活の自立を支援するために、必要な助言や指導及び各種

制度等の情報の提供を行っています。 

▶ファミリー・サポート・センター利用チケット 

〇また、ファミリー・サポート・センターの利用について、平成 29 年度まで非課税のひとり親家

庭に対し、利用チケットを発行していましたが、平成 30 年度から、全てのひとり親家庭に対し

利用チケットを発行し、経済的負担軽減の拡大を図りました。 
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今後の取り組み 

①母子及び父子家庭等医療費助成 

取り組む内容 主管課 

ひとり親世帯について、入院または通院による治療を受けた場合、医療費の

自己負担の一部を助成します。 

医療費助成申請時の受け付け業務の効率化に向けて、業務改善等の工夫に取

り組みます。 

こども課 

 

②児童扶養手当の支給 

取り組む内容 主管課 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成が図れるよう支援

をするために、今後も児童扶養手当を支給します。 
こども課 

 

③保育所優先入所の推進 

取り組む内容 主管課 

母子・父子家庭の保育所(園)への優先入所を推進します。 こども課 

 

④相談・情報提供の推進 

取り組む内容 主管課 

ひとり親家庭の自立生活を支援するために、今後も必要な相談・助言等を行

うとともに、自立支援のための各種制度等の情報を提供します。 
こども課 

 

⑤ファミリー・サポート・センター利用支援の推進 

取り組む内容 主管課 

ファミリー・サポート・センターを利用するひとり親家庭に対して、経済的

負担軽減のために、利用料金の支払いを支援する利用チケットの発行を今後も

実施します。 

こども課 

 


